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花園ラグビースクール COVID-19 対応について 

 

◼ 通常練習時及び夜錬 

① 参加者：生徒    COVID-19/熱中症問診表の練習前提出 

         生徒外   参加者名簿の作成と保管 

② 接触箇所～トイレ等取手、とんぼ持ち手等～の消毒 

③ 練習休憩時：石鹸による手洗いの徹底 

            大声での練習の自粛 

④ 東大阪市指定チェックリストの提出 

⑤ 日本協会作成のガイドラインに基づく練習メニューの段階的策定 

 

◼ COVID-19 陽性者発生時の対応について 

✓ 厚生労働省アプリ「COCOA」インストールについて 

コーチ：必ずインストールすること 

保護者：推奨する 

 

✓ 発生状況別対応方法 

◎発生時の各施設への経緯を含めての連絡窓口 

  たまがわ支援学校 ： 平野コーチ 

  英田南小学校   ： 6 年池田さん 

  英田中学校     ： 高橋 

 

✓ 個人、家庭及び職場関係を中心とした対応 

A) スクール生徒その保護者またはコーチが陽性者として指定された場合 

⇒ 発症発表日より 2 週間以上のスクール活動を停止する。再開は保健所からの指示を待つこと。 

  

B) スクール生徒その保護者またはコーチが濃厚接触者として指定された場合 

⇒ 発症発表日より 2 週間以上のスクール活動を停止する。再開は保健所からの指示を待つこと。 

 

C) スクール生徒その保護者またはコーチの職場同僚等で陽性者が指定されたが、濃厚接触者として周囲の人間が

保健所から指定を受けなかった場合（枚岡東小、成和小の事例） 

⇒  発症発表日の週のスクール全体練習、夜練習は学校、職場の再開に準ずる。 

学校、職場が再開されれば、練習再開、練習参加を可能とする。 

学校、職場が再開されていなければ練習停止（全体・夜練習）は継続とする。 

コーチの職場同僚の場合、そのコーチが濃厚接触者として指定されていない場合は、コーチの出席は可

能とする。 



 

月~木曜日までに学校再開、職場復帰→夜練習、全体練習可 

金、土曜日に学校再開、職場復帰→全体練習可 

 

D) スクール生徒その保護者またはコーチの同居家族、職場同僚等で濃厚接触者に保健所から指定されたものが

出た場合 

⇒ 指定日より 14 日間の出席停止とする。全体練習は行う。 

 

✓ 学校関連での対応 

※現状、陽性者が出た場合、学校は閉鎖になるため、基本的な対応は上記 C)に準じる。 

E) スクール生徒が通う学校の同クラスで陽性者が出て、当該生徒以外の生徒に対して自宅待機指示が出た場合

⇒ 学級閉鎖の場合、上記 C)に準じる。 

 

F) スクール生徒が通う学校の同クラスで陽性者が出て、当該生徒以外に対して自宅待機指示が出ない場合 

⇒ 現状消毒等のため、学校閉鎖或いは学級閉鎖になることが考えられるため、上記 C)に準じる。 

 

G) スクール生徒が通う学校の異なるクラスで陽性者が出て、そのクラスが学級閉鎖で自宅待機指示が出た場合 

⇒ G)同様、C)に準じる。 

 

H) スクール生徒が通う学校の異なるクラスで陽性者が出て、そのクラスが自宅待機指示が出ない場合 

⇒ G)同様、C)に準じる。 

 

I) スクール生徒が通う学校の同学年で陽性者が出て、その学年が学年閉鎖となった場合 

⇒ C)に準じる。 

J) スクール生徒が通う学校が学校閉鎖となった場合（枚岡東小、成和小の事例） 

⇒ C)に準じる 

 

K) スクール生徒が通っていないそれぞれの居住地市内の学校及び幼稚園・保育園で陽性者が出た場合 

⇒ 全体練習を実施する。 

 

L) COCOA で接触の可能性が出た場合、練習出席は停止とし速やかに保健所へ連絡し保健所の指示を待つこと。

概要をスクール事務局へ速やかに報告する事。 

 

◼ 花園ラグビースクールに所属する生徒とその保護者及びコーチは、上記 COVID-19 に関連する情報を各学年主任コ

ーチ或いは事務局へ遅滞なく報告頂けるようにお願いします。 

◼ 本対応は、2020 年 8 月 9日に検討されたものであり、毎月初めに状況を鑑みて見直しを行う事とする。 

◼ 花園ラグビースクールに所属する生徒とその保護者及びコーチは、関係者であるなしにかかわらず COVID-19 に罹患

された事が明らかになった場合、決してその人を中傷することなく、温かく完治されるまで応援しましょう。また、罹患した



人が誰かわからない場合でも、決して罹患者を詮索することなく、これ以上感染が広がらないようにみんなで対策を講じ

ていきましょう。ウイルスを全員で減らして自分たちで命を守っていきましょう。 

◼ 補足 : 東大阪市コロナ専用受診相談窓口 072-963-9393  

 


